
譲るものを

お持ちの人へ

以下のものは扱いません。その品物が提供できるかどうか、確認しましょう。
□使用するにあたり不具合のあるもの　□大型家電　□飲食物　□衣料品
□化粧品　□衛生用品（ただし、未開封なものは可）　□不動産・車・バイク
□仏壇など宗教に関するもの　□貴金属・各種金券・骨董品　□危険物・生き
物等、ものものバンクの趣旨にあわないもの

まずは、譲りたい品物のチェック※団体・個人は問いません
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